




































草刈業務委託特記仕様書 
 

１  目  的 
     この仕様書は、河川の適切な維持管理を図ることを目的とする。 
２  対象河川 

     案内図のとおり 
 ３  委託期間 
     委託締結日から令和８年１１月２７日まで 

４  実施時期 
     ３回刈りの箇所は６月・８月・９月、２回刈りの箇所は６月・９月、１回刈りの

箇所は９月に草刈り作業を行うこと。周辺状況や近隣からの要望等により、これ

以外になる場合は監督員と協議を行うこと。 
５  作業日・時間等 

     平日の９時から１７時に行うこと。これ以外になる場合は監督員と協議を行うこ

と。 
 ６  法令等の遵守及び手続の代行 
     関係する法令、条例及び規則等を遵守し、作業の円滑な進捗を図るものとする。

また、官公署等への必要な届出、手続き等は、速やかに処理しなければならない。 
 ７  服務 
     「川越市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、路上喫煙禁止地区では路上喫

煙してはならない。 
     また、業務に従事する者は、市の業務として節度ある行動と態度で臨むこと。 
 ８  業務開始前の準備 
     受注者は、事前に作業箇所の状況を把握するとともに、監督員と十分な打合せの

上、その指示に従い業務を効率よく安全に遂行すること。 
 ９  現場の安全管理 
     作業の実施にあたっては、必要な安全措置を講じ、第三者や第三者の所有物、構

造物に損害を与えないように作業を行うこと。 
１０ 写真撮影 
    受注者は、各作業毎に施工状況写真を撮影、整理し、監督員の確認を受ける。写

真はカラーとし、作業の実施前、実施中、実施後の状況をそれぞれ同じ位置・方

向から撮影するものとする。 
    写真を撮る頻度は、１箇所につき起点と終点とし、延長５０ｍごとに１測点追加

するものとする。 
    監督員と協議の上、電子納品も可能とする。「川越市工事書類（写真）電子納品運

用取扱基準」を川越市総務部技術管理課ホームページで確認すること。取扱基準

を確認するにあたり、「工事」を「業務委託」と読み替えること。 
 １１ 支払方法 
     完了払い 



１２ 注意事項 
     受注者は、業務を実施するにあたって、業務に支障のないように次のことを注意

する。 
   １）現地確認 
      境界杭や境界標、周辺構造物の位置を確認し、写真の撮影や明示を行うこと。 
   ２）機械除草 
      機械除草では、近辺の樹木・草花・構造物を損傷しないように注意しつつ、５

ｃｍ程の高さに刈込む。これが不可能な場合、監督員と協議を行うこと。また、

除草機械等は建物や人の方向に向けないようにして、作業中の安全に注意する。 
      境界杭や境界標の位置を確認し、それらを破損したり、民地へ無断で侵入しな

いよう作業を行う。 
   ２）人力除草 
      植樹の根ぎわ、構造物周りで機械刈りの適当でない場所又は不可能な場所は手

刈りとする。手刈りにおいては、原則として根ごと取り除く。 
   ３）除草後処理 
      除草等の処理は速やかに集草及び搬出し、指定場所を定め処分すること。 

  ４）立会い 
      業務を終了した時は、その都度、監督員の立会を受けること。 
   ５）事故又は異常報告 
      受注者は、除草等作業中、構造物・樹木・作物等に損害を与えたとき、又は異

常を発見したときはただちに監督員へ報告すること。 
１３ 再委託 

本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名

称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、市の承認を得るも

のとする。 
１４ 委託業務実施計画書について 
    受注者は、契約締結後１４日以内に設計図書に基づいて委託業務実施計画書を作

成し、発注者に提出すること。 

１５ 委託業務実施報告書について 

    １回目、２回目及び３回目の草刈作業が完了するごとに委託業務実施報告書を提

出すること。 

１６ 業務従事者について 

    受注者は、業務に従事する者を明確にし、業務の履行に関し必要な事項について

監督及び教育を行わなければならない。その者を変更したときも同様とする。 

    また、高所作業時等において、発注者から求めがあったときは、業務に従事する

者を報告しなければならない。 

１７ その他 
    その他疑義がある事項については、発注者・受注者双方で協議の上、解決するも

のとする。 



 
 

委託業務実施計画書作成要領 
 
 

１  趣  旨 
     この要領は、「草刈業務委託特記仕様書」１４に定める委託業務実施計画書の作成

について適用するものとし、作成に必要な事項を定めるものとする。 
２  計画書の構成 

     計画書は、次の事項をもって構成する。また、監督員がその他の項目について補

足を求めた場合には、追記するものとする。 
①業務概要 

      ②「委託業務実施計画書」 
      ③管理技術者等通知書 
      ④作業体制表 
      ⑤使用機器材一覧表 
      ⑥受託業務の工種別施工管理計画 
      ⑦安全・環境対策 
      ⑧緊急時の体制（連絡網）及び対応 
      ⑨発生材処分計画 
      ⑩その他 
 ３  各事項における留意点 
     （１）「委託業務実施計画書」は、施工管理計画に基づき工種ごとに記述すること。 
     （２）施工管理計画の作成にあたっては、受託箇所を充分に把握した上で、工種別の 

実施に際しての留意点等管理計画について詳細に記述すること。 
４  内容変更 

     計画書の内容に変更が生じた場合には、受注者はその都度当該業務に着手する前に、

変更に関する事項について監督員に報告するものとする。 
 



天端 法面 河床 法面 天端
1 (35)小ケ谷用水路 210.0 2.0 1.2 1.0 2.2 1 968.0
1-2 (35)小ケ谷用水路 30.0 2.0 1.0 2.2 1 156.0
2-1 (35)小ケ谷用水路 865.0 1.7 2.0 0.9 2.8 2 12,802.0
2-2 (35)小ケ谷用水路 165.0 1.7 2.0 3.7 2 2,442.0
3 (34)麦田掘排水路 150.0 1.9 1.4 2 990.0
3-2 (34)麦田掘排水路 40.0 1.9 2 152.0
4 (35)小ケ谷用水路 25.0 1.3 1 32.5
4-2 (35)小ケ谷用水路 15.0 1.3 1 19.5
5 36-1 42.0 0.6 2 50.4
5-2 36-1 50.0 0.5 0.5 2 100.0
6 1-69 120.0 2.0 1 240.0
9 (公図上水路) 80.0 1.9 1 152.0
10 35-34 80.0 1.0 0.8 0.6 1 192.0
11 34-21 110.0 1.5 2 330.0
12 34-23 80.0 1.5 2 240.0
15-3 (37)前川 70.0 1.8 2.6 2 616.0
16 (37)前川 150.0 1.8 1 270.0
17 37-33 155.0 1.4 1.3 1 418.5
18-1 1-66 53.0 1.6 1 84.8
18-2 1-66 57.0 0.3 1 17.1
19-1 1-66 50.0 0.7 3.7 2 440.0
19-2 1-66 60.0 1.5 1.5 2 360.0
19-3 1-66 170.0 3.0 2 1,020.0
20 1-68,1-69 100.0 1.5 1.5 1 300.0
24 36-4 160.0 2.2 2.2 2 1,408.0
24-2 36-4 25.0 1.0 2.0 1.0 2 200.0
25 1-72 125.0 1.3 1.0 0.8 1 387.5
26 (37)前川 250.0 2.0 2 1,000.0
28 36-8 34.0 2.5 1 85.0
29-1 1-コ4,1-65 100.0 1 200.0
29-2 1-65 40.0 1 120.0
29-3 1-65 40.0 0.4 1 16.0
30 36-12 30.0 1.8 1 54.0
32 39-53 100.0 2.0 1 200.0
34 32-73 50.0 2.0 1 100.0
34-2 公図上水路 30.0 1.8 1 54.0
35 36-10 27.0 2.0 1 54.0
36 36-28 20.0 1.0 1 20.0
37 36-1 15.0 1.2 2 36.0
39 36-8 100.0 1.5 1 150.0
40 36-1 250.0 0.5 2 250.0
41 (35)小ケ谷用水路 50.0 2 300.0
43 31-73 20.0 1.0 1 20.0
44 34-13 50.0 0.6 1 30.0
45 公図上水路 30.0 0.3 0.6 1 27.0
46-1 32-54 30.0 1.0 1 30.0
47 39-1 58.0 1.8 1 104.4
49 36-31 70.0 1.0 1 70.0
50 31-130 50.0 1.8 1 90.0
51 35-22 10.0 1 18.0
52 公図上水路 60.0 1 54.0
f f4-1 1 300.0

4,801.0 27,770.7

※： No.1 河床、右岸・法面 L=130ｍ  左岸天端 L=110m

300m2
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